
市街化調整区域における地区計画制度による
開発許可の標準的な手続きフローについて

・・・公共施設の管理者の同意等

・・・地権者向けの縦覧（2週間）及び
意見書提出（1週間）
法16条第2項記載の条例に基づく縦覧

・・・市民向けの縦覧（2週間）
法17条に基づく縦覧

（約２ヶ月）

地区計画決定手続き
（約６ヶ月）

（約２ヶ月）

都市計画法第32条協議・同意

地区計画決定の申出（受付）

都市計画の素案の作成

長崎県へ下協議

計画案の縦覧（2週間）

意見書提出期間（1週間）

地元説明会の開催

長崎県へ事前協議

都市計画の案の縦覧・意見書提出期間（2週間）

佐世保市都市計画審議会開催

長崎県知事協議

地区計画の決定・告示

開発行為の許可申請（受付）

開発行為の許可

工事の着工

開発計画事前審査

・標準的な処理期間を示すものであり、説明会や佐世保市都市計画審議会（年３回程度の開催の
み）の日程等により、スケジュールが遅れることもあります。
・手続き中に、地区計画または開発計画に変更が生じた場合は、手続きが戻ることがあります。

佐世保市都市整備部都市政策課
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